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別表（第２条関係） 

１  

⑷ 基準日において、いずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されている者（基準日

以前に、住基法第８条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、

日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、

かつ、基準日の翌日以後初めていずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されること

となったものを含む。次号において同じ。）であり、かつ、基準日以後に次のアからカ

までのいずれかに該当する児童等（児童（基準日において満１８歳に満たない者（平

成１０年１月３日以降に生まれた者）をいう。）及び当該児童以外の基準日において満

２０歳に満たない者（平成８年１月３日以降に生まれた者）をいう。以下同じ。）であ

って、その入所等している施設等が区の区域内に所在しているもの 

ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定により同法に規定する小規模住

居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等（保護

者（同法に規定する保護者をいう。以下同じ。）の疾病、疲労その他の身体上若しく

は精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となっ

たことに伴い、２か月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き、児

童以外の満２０歳に満たない者にあっては、同法の規定により、基準日以前から引

き続き委託されている者に限る。） 

イ 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受け、若しくは同法の規定に

より入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設（以下「障害児入所施設」

という。）に入所し、同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関（以下

「指定発達支援医療機関」という。）に入院し、又は同法の規定により入所措置が採

られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児

童自立支援施設（以下「乳児院等」という。）に入所している児童等（当該情緒障害

児短期治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに２か月以内の期間を定めて行

われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者

の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において

児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、２か月以内の期間を定め

て行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以外の満２０歳に満たない

者にあっては、同法の規定により、基準日以前から引き続き入所し、又は入院して

いる者に限る。） 

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）の規定により障害者総合支援法に

規定する介護給付費等の支給を受け、又は身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

【資料３６－４】 



８３号）若しくは知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）の規定により入所

措置が採られて、障害者支援施設（障害者総合支援法に規定する障害者支援施設を

いう。）又はのぞみの園（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平

成１４年法律第１６７号）の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設

のぞみの園が設置する施設をいう。）に入所している児童（２か月以内の期間を定め

て行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限

る。） 

エ 売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）に規定する婦人保護施設に入所してい

る児童等（２か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託

がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。） 

オ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入

居している児童等（２か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。） 

カ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等 

（２か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成

する世帯に属している者に限る。） 

６  

⑴ 障害者（障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障害者

をいう。）のうち、養護者（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関す

る法律（平成２３年法律第７９号）第２条第３項に規定する養護者をいう。）から虐待

を受けたことにより、同法第９条第２項の規定による入所又は入居（以下「入所等」

という。）の措置が採られている者（２か月以内の期間を定めて行われる入所等をして

いる者を除く。） 

⑵ 高齢者（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１

７年法律第１２４号）第２条第１項に規定する高齢者であって、基準日において６５

歳以上の者（昭和２６年１月２日以前に生まれた者）をいう。）のうち、養護者（同条

第２項に規定する養護者をいう。）から虐待を受けたことにより、同法第９条第２項の

規定による入所等の措置が採られている者（２か月以内の期間を定めて行われる入所

等をしている者を除く。） 


